
我が国では、京都議定書の約束達成（温室効果ガス総

排出量を2008年から2012年の間に基準年（1990年）から6

％削減する。）に向けて、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」に基づき、温室効果ガス排出量削減に向けた取り

組みを進めています。 

国内における平成17年度温室効果ガス総排出量は

1,364百万t-CO2であり、基準年比で8.1％増加しました。 

産業部門（工場等）では削減が進んでいるものの、商業・

サービス等の事務所や家庭における排出量の増加が主な

要因となって、必要な削減率は14.1％と大きくなっています。 

このような状況の中、市では、自らが市内最大の事業者・

消費者の一つであるとの認識のもと、「佐渡市地球温暖化

対策率先行動計画」を平成17年3月に策定し、市の事務・

事業に伴う温室効果ガス排出量の把握と併せて、次のよう

な環境への負荷の低減の取組みを実施してきました。 

 

平成17年度における市の事務・事業に伴う温室効果ガス総排出量は

36,074t-CO2であり、このうち、二酸化炭素が35,037t-CO2で、全体の97％を占

めています。 

原因別の排出量は図-1のとおり、「燃料・エネルギー」が26,480t-CO2（73％）

で、この内訳は「電気」が15,245t-CO2、「石油等の燃料」が11,235t-CO2でし

た。また、「廃棄物の焼却」が、9,382t-CO2で、全体の26％でした。 

部門別の排出量は図-2のとおりで、「廃棄物の焼却」とそれに要した「燃料・

エネルギー」を併せた「ごみ処理事業」が16,447t-CO2（46％）となっており、「市

役所庁舎等の事務・事業」が15,032t-CO2（42％）、「上下水道等事業」が

4,595t-CO2（12％）でした。 

※「廃棄物の焼却」には、市民・事業者から排出される「ごみの焼却」も含ん

でいます。 

このうち、平成17年度における「温室効果ガス総排出量」、「古紙回収状況」および「グリーン購入実施状況」を取りまとめ

ましたので、その概要をお知らせします。 

地球温暖化対策率先行動計画の取り組み状況 

グリーン購入 低公害車や古紙配合率100％のコピー用紙の調達等、環境への負荷の少ない物品の調達を推進。 

公用車運転 急発進、急加速をしない、アイドリングストップ等、エコドライブの実施。 

電　　　気
 照　明 朝は8時30分から点灯、昼休みの一斉消灯、不要箇所の時間外（17時15分）消灯の徹底。 

  冷暖房 「冷房28度、暖房20度」の温度設定の徹底。 

　　水 トイレ、洗面所、給湯室の節水を心がける等。 

紙　　　類 両面コピー、ミスコピー再利用の徹底。 

廃　棄　物 個人用ごみ箱の撤去。ごみの分別、古紙回収等リサイクルの徹底。 

 

◆温室効果ガス総排出量 

排出量（t-CO2） 

 35,037  

26,458  

8,579  

143  

887  

7  

36,074  

 

97％ 

73％ 

24％ 

－ 

3％ 

－ 

－ 

 

項　　　　目 

 

総排出量に占める割合 

 二酸化炭素（CO2） 

　エネルギー起源CO2（燃料・エネルギーの使用） 

　非エネルギー起源CO2（廃棄物の焼却） 

メタン（CH4） 

一酸化二窒素（N2O） 

ハイドロフルオロカーボン類（HFC） 

温室効果ガス総排出量（t-CO2） 

 

図-1　原因別に見た温室効果ガス排出状況 

図-2　部門別に見た温室効果ガス排出状況 

73% 
 

燃料・エネルギーの使用26,480t-CO2 

市役所 
庁舎等の 
事務・事業 
15,032t-CO2 
42%ごみ処理事業 

16,447t-CO2 
46%

上下水道等事業 
4,595t- 
CO2 
12% 
 

廃棄物の焼却 
9,382t-CO2 
26%

その他212t-CO2 

1%

石油等の燃料 
11,235t-CO2 

31%

電気 
15,245t-CO2 
42%

石油等の燃料 
11,235t-CO2 

31%

電気 
15,245t-CO2 
42%
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 新聞紙 チラシ 段ボール 雑誌 事務用紙 シュレッダー処理紙 合計 

 8,970kg 1,700kg 28,560kg 22,900kg 28,450kg 12,430kg 103,010kg 

 

◆古紙回収状況　「ごみ箱から古紙ゼロ運動」を実施しました。 

品　目　名 単　位 調達総量 基準を満たす物品の調達数 調達率 調達目標 

 コ　ピー　用　紙 枚 13,175,741 12,997,491 99% 100% 

トイレットペーパー 本 73,885 54,035 73% 100% 

ボ　ー　ル　ペ　ン 個 4,074 3,735 92% 100% 

の　り　（液　状） 個 886 839 95% 100% 

蛍　　　光　　　管 本 3,527 2,506 71% 70% 

低　公　害　車　等 台 19 9 47% 100% 

印　　　　　　　刷 件 77 61 79% 80% 

 

◆グリーン購入実施状況（抜粋） 
　141品目を特定調達品目として設定し、全体の調達率は約83％でした。 

【取り組みの効果】 

　約103トンの廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資源としてリサイクルしました。これは、約1.3ha（野球場の面積と

ほぼ同じ）の森林伐採を回避することにつながります。 

※古紙1トンで直径14cm、長さ8mの丸太20本に相当し、129㎡の森林伐採を回避できるとされています。 

市では、平成17年度における温室効果ガス総排出量を基準として、温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを計

画的に推進するため、平成18年度に「佐渡市地球温暖化対策実行計画」を策定します。 

【参考】　印刷についても、環

境に配慮し、古紙配合率の高

い紙の使用や環境にやさしい

インクを使用しています。 

また、印刷物に環境ラベルを

表示し、市の取り組みとともに

周知しています。 

古紙配合率 
100%の紙 
 

環境にやさしい 
大豆油インキ 

お問い合わせ：市役所市民環境部 環境課 環境企画係 q63-3113 
 

市では、地球温暖化対策の取り組みとして、11月から3月まで暖房時の設定温度を20℃とするとともに、

「ウォーム　ビズ」を推進しています。 

暖房の設定温度を下げるほうが、冷房の設定温度を上げるよりも、二酸化炭素排出量の削減効果が高く

なります。 

「寒いときには着る」「過度に暖房機に頼らない」そんな原点に立ち返り、冬の暖房に頼り過ぎない

「ウォーム ビズ」に取り組みましょう。 

石油等の燃料 
11,235t-CO2 

31%

電気 
15,245t-CO2 
42%
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『油流出事故に注意！』 
 

昨年度は、全県で前年比３倍強の２４３件と過去最多の油流出

事故が発生し、今年度も９月末までに１１４件発生しています。 

　油類の流出事故は、火災の危険、河川の環境悪化や上水道

取水への影響など、深刻な事態になりかねません。 

　油流出事故の多くは家庭での「うっかりミス」によるもので、灯

油などの取り扱いが増える冬場に発生が集中しています。ぜひ、

次のことに注意して、事故を防止しましょう。 

【事故をなくすためには】 

・給油中は、絶対にその場を離れない。 

・給油が終わったら、ホームタンクのバルブをキッチリ閉めたか

確認する。 

・地震の際の転倒防止のため、ホームタンクは固定する。 

・万が一油が漏れても外部に流出しないよう（防水コンクリート

等で）防油堤を設置する。 

・ホームタンクの配管、ホース等が劣化していないか点検する。 

　誤って油類を流出させてしまった場合や、水路、河川などに油

が流れているのを発見した場合は、消防署、市役所または県環

境センターへ連絡してください。 

※原因者には対策費用の請求や損害賠償請求などが行われる

ことがあります。 

近年、冬期間に灯油など油類の流出事故が急増しています。 
 

新潟県における油流出事故発生件数 

　11月18日(土)市内2ヶ所において不法投棄の回収を市民および各種団体・職場単位など多くの方が参加しました。回

収した場所は、相当以前からごみが捨てられており、今後の対策として、防止柵を設けたり、ごみ捨て防止の監視をさら

に強化することなどを確認しました。 

●金井地区林道二ツ坂線クリーンアップ大作戦 
（参加者65名） 

●小木地区クリーンアップ大作戦 
（参加者66名） 

合計 ８,６００㎏ 合計 ５,６８０㎏ 
 ※金井地区では、佐渡地区廃棄物対策連絡協議会と金井地区不法投棄防止ネットワークにより実施しました。 

◇市役所　廃棄物対策課　q63―5140

・もえるごみ 
　800㎏ 

・もえないごみ 
　920㎏ 

・大型ごみ 
　6,880㎏ 
 

・もえるごみ 
　1,090㎏ 

・もえないごみ 
　1,160㎏ 

・大型ごみ 
　3,430㎏ 
 

「佐渡島クリーンアップ大作戦」金井・小木地区で実施しました 

★佐渡市消防本部予防課 q52-3941　★市役所　環境課 q63-3113　★県環境センター　 q74-3428

年　　度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度  

発生件数 37 53 55 67 243 

◆油流出事故発生原因の割合 

◆油流出事故発生原因者割合（原因が判明したもののうち） 

その他3.7%

不法投棄 
0.4%

車両事故 
8.6%

配管事故（破損等） 
27.6%

取扱い不注意 
32.1%

その他（車両事故等）13%

事業者40%

一般住宅47%

不明 
27.6%
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“あの道”をもっと素敵にしたい！ 
「佐渡・美しい道プロジェクト」 
 提案募集のお知らせ 

 海ぞいの道、山あいの道、ムラやマチや田畑の道…佐渡には色々な道があります。
あなたの好きな道、気になる道はどこですか。その道は、どうすればもっと美しく、 
魅力ある道になるでしょうか？ 

あなたの考える「美しい道プロジェクト案」をお寄せください。 
＜プロジェクト案の内容例＞　　　　 
①どこの道を　　例：○○から××山をこえて□□にいたる道 
②どうすれば　　例：山林を整備して見通しを良くすれば…　看板のデザインや見やすさを工夫すれば… 
③どのように良くなる　　例：その道からパノラマ景観が楽しめるようになる、その道の歴史を楽しみながら学べる 
※上の例にこだわらず、「その道」を「もっと美しく魅力的に」するための自由なアイデアをご提案ください。 

■ 応募資格　特になし。グループ・団体・個人を問いません。 
■ 応募方法　所定の用紙（下記事務局、ホームページ等で配布）に記入の上、提出してください。 
■ 提 出 先　佐渡市役所建設課　または　佐渡國しま海道事務局（※詳細および連絡先は末尾にあります） 
■ 募集締め切り　平成１９年３月１０日（土）　　 
■選考について　応募いただいたプロジェクト提案を、有識者等による選考委員会で審査します。発想の豊かさ・実現
性など考慮し、最もすぐれていると思われるプロジェクト案を選出します。提案作成にあたり、事前相談も受け付けて
いますので、ご遠慮なくお問い合わせください。選考後、提案された全てのプロジェクトをＨＰや市報などで公開します。 

　佐渡國しま海道は、佐渡の道をもっと魅力あるものにしようと願う、様ざ
まなグループ・団体・行政の集まりです。それぞれの得意分野を存分に発
揮して、選ばれた「美しい道プロジェクト」の実現に向けて取り組みます。
「訪れる人」、「迎える地域」、ともに心豊かになるような道を、ご一緒に創
り出して行きませんか。定期勉強会などを行っていますので、提案の提
出に関わらず、ぜひ、ご参加ください。 

＜佐渡・美しい道プロジェクト」提案募集に関するお問い合わせ・提出先＞ 

・〒９５２－１２９２　佐渡市千種２３２　佐渡市役所建設課　電話０２５９－６３－５１１８　担当・菊地 
・〒９５２－１３１４　佐渡市河原田本町３９４　佐和田中央会館内　佐渡國しま海道 事務局　 
  Eメールでのお問い合わせ sadokaidou@yahoo.co.jp  ホームページ http://sado-kaidou.com/

景観資源調査の様子 自転車を使っての景観勉強会の様子 

“佐渡國しま海道”が、「美しい道プロジェクト」の実現に取り組みます。 
 

※お電話でのお問い合せは、 
　市役所建設課までお願いします。 
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各課からの お　知　ら　せ 
　
介
護
に
役
立
つ
知
識
や
技
術
、地
域
で
介

護
を
支
え
る
視
点
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
４
日
間
の
コ
ー
ス
で
す
。 

福祉 
健康 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ 

講
座
の
お
知
ら
せ 

 

自
分
に
も
家
族
に
も
役
立
つ
内
容
で
す
。
楽

し
ん
で
、交
流
し
な
が
ら
学
び
ま
し
ょ
う
！ 

◇
時
間
　
午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
ま
で 

◇
会
場
　
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
佐
渡
　 

◇
対
象
者 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
る

人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
興
味
が

あ
る
人
。
時
間
が
あ
る
人
、楽

し
く
何
か
を
や
り
た
い
人 

◇
そ
の
他
　
受
講
料
は
無
料
で
す 

◇
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ 

　
佐
渡
地
域
振
興
局
　
健
康
福
祉
環
境
部 

　
地
域
保
健
課
　
　
q
７４
―
３
４
０
７ 

　
市
役
所
　
保
健
医
療
課（
老
人
保
健
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
q
６３
―
３
１
１
５
　 

  

障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
「
そ
よ
か
ぜ
」
の
利
用
者
を

募
集
し
て
い
ま
す 

 

◇
利
用
で
き
る
方 

島
内
の
１８
歳
以
上
６５
歳
ま
で
の
在
宅
の

知
的
障
害
者
・
身
体
障
害
者
の
方 

◇
利
用
で
き
る
日 

 
 

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
６
時
ま
で（
日
曜
日
、国
民
の
祝

日
、お
盆
、年
末
年
始
は
休
み
で
す
） 

◇
一
日
の
過
ご
し
方 

　
手
芸
、カ
ラ
オ
ケ
、散
歩
な
ど
希
望
に

応
じ
て
ご
本
人
と
相
談
の
上
過
ご
し
方

を
決
め
ま
す
。 

◇
そ
の
他 

 
 

送
迎
…
往
復
１
時
間
程
度
の
範
囲
の

　
　
　
　
送
迎
を
行
い
ま
す
。 

   

　
食
事
…
昼
食
の
提
供
も
あ
り
ま
す
。 

　
入
浴
…
身
体
障
害
者
に
も
対
応
で
き
る

浴
槽
も
完
備
し
て
い
ま
す
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

「
そ
よ
か
ぜ
」 

佐
渡
市
千
種
丙
２
０
５
―
２（
金
井
の

第
四
銀
行
の
裏
）q
６３
―
３
８
５
８ 

 
 「

ふ
れ
愛
・
さ
さ
え
愛 

　
　
　
　
介
護
教
室
」
開
催 

 

い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
佐
渡 

〜
家
族
・
仲
間
・
地
域
の
つ
な
が
り
、支
え
あ

い
〜
を
め
ざ
し
て
、ひ
と
月
に
１
回
、「
ふ
れ

愛
・
さ
さ
え
愛
　
介
護
教
室
」
を
行
い
ま
す
。 

◇
日
時
と
会
場
お
よ
び
内
容 

　
１２
月
１５
日（
金
）　
金
井
「
金
北
の
里
」 

・
老
人
保
健
施
設
さ
ど
の
見
学 

　（
午
前
10
時
か
ら
正
午
） 

＊
午
前
10
時
ま
で
に
金
北
の
里
に
集
合

し
て
く
だ
さ
い
。 

・
介
護
な
ん
で
も
「
情
報
交
換
会
」 

　（
午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時
30
分
） 

　
※
半
日
の
み
の
参
加
で
も
結
構
で
す
。 

◇
参
加
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ 

　
市
役
所
　
保
健
医
療
課（
老
人
保
健
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
q
６３
―
３
１
１
５ 

　
　
　
　
　（
当
日
参
加
も
で
き
ま
す
） 

 

 

〜
石
綿
を
取
り
扱
う
作
業
に 

従
事
し
て
い
た
退
職
者
の
方
へ
〜 

 

特
別
健
康
診
断（
無
料
）の
受
付
期
間
を
延

長
し
ま
す 

◇
対
象
者
　
石
綿
を
製
造
し
、ま
た
は
取

り
扱
う
作
業
に
従
事
し
て
い
た
退
職
者

の
方
で
、次
の
す
べ
て
の
項
目
を
満
た
し

て
い
る
方 

①
従
事
し
て
い
た
作
業
が
特
定
で
き
る

こ
と 

②
初
回
ば
く
露
か
ら
１０
年
以
上
経
過
し

て
い
る
こ
と 

③
事
業
場
の
廃
業
等
、何
ら
か
の
理
由
で

石
綿
健
康
診
断
を
受
診
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
こ
と 

④
石
綿
に
係
る
健
康
管
理
手
帳
を
所
有

し
て
い
な
い
こ
と 

※
申
請
さ
れ
た
方
全
員
が
受
診
で
き
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。 

◇
受
付
期
間
　
１２
月
２８
日（
木
）ま
で 

　
※
年
末
に
申
請
さ
れ
る
方
は
、健
康
診

断
機
関
の
休
業
日
を
ご
確
認
く
だ
さ

い 

◇
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ 

・（
社
）新
潟
県
労
働
衛
生
医
学
協
会 

　
　
　
q
０
２
５
―
３
７
０
―
１
９
６
０ 

・（
社
）新
潟
県
健
康
管
理
協
会 

　
　
　
q
０
２
５
―
２
８
３
―
３
９
３
９ 

・（
財
）健
康
医
学
予
防
協
会 

　
　
　
q
０
２
５
―
２
７
９
―
１
１
０
０ 

 

１日目 

２日目 

３日目 

４日目 

 

1月18日（木） 

1月30日（火） 

2月6日（火） 

2月22日（木） 

 

開講式・グループワーク 
講義『介護の基本のき』 

『新しい介護』介護のコツを楽しく学べます！　 
講師「元気の素」代表　上野文規氏 

ボランティア体験　リハビリ教室への参加 
　＊会場が変わります。 

講話「脳卒中って？」「パーキンソン病って？」 
地域でのボランティア活動の実際 
グループワーク・閉講式 
 

◆日程と内容 
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暮ら 
し 

　公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
案
内 

 

　
国
や
県
で
は
、従
来
書
面
で
行
っ
て
い
た

申
請
や
届
出
を
、ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
を
徐
々
に
進
め
て
い
ま
す
。 

○
利
用
で
き
る
主
な
手
続
き 

・
所
得
税
、個
人
事
業
者
の
消
費
税
に
つ
い

て
の
電
子
申
告 

・
社
会
保
険
庁
関
係
の
電
子
申
請
・
届
出

な
ど 

○
利
用
方
法 

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
先
立
ち
、電
子
証

明
書
の
発
行
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
電
子
証
明
書
発
行
申
請
に
必
要
な
も
の 

・
住
基
カ
ー
ド（
お
持
ち
で
な
い
方
は
同
時

に
申
請
可
能
で
す
） 

・
写
真
付
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、

写
真
付
住
基
カ
ー
ド
　
な
ど
） 

・
写
真
付
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
健
康
保
険
証
な
ど
の
本
人
名
義
の

書
類
を
複
数 

・
手
数
料（
５
０
０
円
） 

○
発
行
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ 

　
市
役
所
　
市
民
課
　
q
６３
―
５
１
１
２ 

※
電
子
証
明
書
の
申
請
は
本
庁
の
み
の
受

付
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

※
電
子
申
請
を
利
用
の
際
に
は
、カ
ー
ド
読

み
取
り
機
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

  

各
種
証
明
書 

　
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
お
し
ら
せ 

 

■
本
庁
市
民
課
窓
口
業
務
の
時
間
延
長
サ

ー
ビ
ス 

　
毎
週
火
曜
日（
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
） 

は
午
後
７
時
３０
分
ま
で
窓
口
業
務
を
延
長

し
て
い
ま
す
。
１２
月
か
ら
は
戸
籍
関
係
の
交

付
も
行
い
ま
す
。 

・
業
務
内
容
　 

①
全
部
・
個
人
事
項
証
明（
戸
籍
謄
本
・

抄
本
）、除
籍
関
係
、戸
籍
附
票
の
交
付

②
住
民
票
の
写
し
の
交
付
　
③
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証
が
必

要
）　
④
印
鑑
登
録
申
請
お
よ
び
登
録

⑤
納
税
証
明
書
　
⑥
所
得
証
明
書
　

⑦
課
税
証
明
書 

※
交
付
時
必
ず
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
①
か
ら
④
に
つ
い
て
は
来
年

の
１
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。 

 

■
本
庁
お
よ
び
支
所
で
の
事
前
予
約
に
よ

る
交
付
事
務
サ
ー
ビ
ス 

　
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
が
事
前
に
電

話
予
約
で
き
ま
す
。 

・
予
約
受
付
日
時
　 

月
〜
金
曜
日（
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
ま
で 

・
月
〜
金
曜
日
の
交
付
場
所
と
時
間
　 

本
庁
・
各
支
所
の
当
直
室
で
交
付（
本
庁

で
は
火
曜
日
は
窓
口
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
）

午
後
５
時
３０
分
〜
午
後
７
時
３０
分 

・
業
務
内
容
　 

①
住
民
票
の
写
し
の
交
付（
本
人
お
よ
び

同
一
世
帯
人
の
も
の
）②
印
鑑
登
録
証
明

書
の
交
付（
本
人
の
も
の
に
限
る
。
本
人

の
印
鑑
登
録
証
が
必
要
）　
③
納
税
証

明
書（
本
人
の
も
の
に
限
る
）　
④
所
得

証
明
書（
本
人
の
も
の
に
限
る
）　
⑤
課

税
証
明
書（
本
人
の
も
の
に
限
る
） 

※
交
付
時
必
ず
本
人
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

★
受
領
の
た
め
の
印
鑑
お
よ
び
交
付
手
数

料
が
必
要
な
も
の
は
、
料
金
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。 

★
窓
口
時
間
延
長
業
務
お
よ
び
休
日
の
交

付
に
あ
た
り
、市
民
の
皆
さ
ん
の
出
入
り

口
は
、職
員
通
用
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

　
市
役
所
　
市
民
課
　
q
６３
―
５
１
１
２

　
　
　
　
　
税
務
課
　
q
６３
―
５
１
１
０

　
各
支
所
市
民
課 

　 
 

来
年
の
１
月
か
ら
窓
口
で 

　
　
　
本
人
確
認
を
し
ま
す 

 

・
実
施
す
る
窓
口
　 

本
庁
市
民
課
（
戸
籍
年
金
係
・
国
民
健

康
保
険
係
）、各
支
所
市
民
課（
市
民
生

活
係
）、各
出
張
所
、会
計
課 

・
本
人
確
認
が
必
要
な
手
続
　 

　
証
明
書
の
交
付
請
求
、公
簿
の
閲
覧
、

戸
籍
の
届
出
、住
民
異
動
届（
既
に
実
施

し
て
い
ま
す
）、年
金
手
帳
の
再
交
付
申
請
、

保
険
証
や
受
給
者
証
な
ど
の
交
付
等
に

関
す
る
申
請
、現
金
の
受
け
取
り
な
ど
。 

・
本
人
確
認
の
証
明
書
　 

【
１
種
類
の
証
明
書
で
確
認
で
き
る
も
の
】

　
顔
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
公
的
機
関
等
が

交
付
す
る
証
明
書（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
・
運
転
免
許
証
な
ど
）　 

【
２
種
類
の
証
明
書
で
確
認
で
き
る
も
の
】

　
顔
写
真
の
貼
付
さ
れ
て
い
な
い
証
明
書（
健

康
保
険
証
・
年
金
手
帳
な
ど
）ま
た
は
、窓

口
で
本
人
確
認
の
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

【
証
明
書
等
を
お
持
ち
で
な
い
方
】
　 

　
顔
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
を
受

け
れ
ば
、以
後
、運
転
免
許
証
等
と
同
様
に

公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。 

○
申
請
に
必
要
な
も
の
…
①
手
数
料（
５
０

０
円
）、②
印
鑑
、③
健
康
保
険
証
・
老
人

医
療
受
給
者
証
・
年
金
手
帳
な
ど
、本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
を
２
種
類
以
上 

○
受
付
窓
口 

　
本
庁
市
民
課
、各
支
所
市
民
課 

○
交
付
ま
で
の
日
数 

　
申
請
か
ら
４
日
前
後 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

　
市
役
所
　
市
民
課
　
q
６３
―
５
１
１
２ 

　
　
　
　
　
会
計
課
　
q
６３
―
５
１
１
１ 

 

お
わ
び
と
訂
正 

　
市
報
さ
ど
11
月
号
で
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

正
し
く
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

・
Ｐ
１５
「
窓
口
で
本
人
確
認
を
い
た
し
ま
す
」 

　
　
　
本
人
確
認
の
証
明
書 

　
　
　（
誤
）無
線
従
事
者
免
許
状 

　
　
　（
正
）無
線
従
事
者
免
許
証 

　
　
　（
誤
）住
宅
建
物
取
引
主
任
者
証 

　
　
　（
正
）宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証 
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各課からの お　知　ら　せ 

お知 
らせ 

①低公害車（電気自
動車またはハイブ
リット車） 

②住宅用太陽光発
電設備 

③小規模風力発電
設備（一般家庭用
の設備） 

補助対象設備 
 

補助金算出 市補助金の目安 

（財）日本自動車研究所 
補助金額の５０％以内 

 

一般的ハイブリット車の 
場合約５０，０００円 

 
太陽電池最大出力3kW 
の場合１９５，０００円 

 
設置費用１００万円の場合 

３０万円 
 

太陽電池最大出力１kW 
あたり6.5万円以内 

 

対象額の３０％以内 
 

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す 

 

☆
佐
渡
太
鼓
体
験
交
流
館 

・
所
在
地
　
小
木
金
田
新
田 

　
　
　
　
　
　
　
　
１
５
０
番
地
３ 

・
募
集
要
項
配
布
期
間 

　
１２
月
１８
日（
月
）〜
12
月
２２
日（
金
） 

・
申
請
受
付
期
間 

　
１
月
５
日（
金
）〜
１
月
１０
日（
水
） 

・
受
付
時
間 

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分 

　（
郵
送
の
場
合
は
必
着
） 

　
そ
の
他
申
請
の
資
格
や
指
定
条
件
、指

定
管
理
者
が
行
な
う
主
な
業
務
に
つ
い
て

は
募
集
要
項
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

　
市
役
所
　
行
政
改
革
課（
行
革
推
進
係
） 

　
q
６３
―
５
１
３
６
　
FAX 
６３
―
３
３
０
０ 

 

職
員
人
事
異
動
　
１２
月
１
日
付 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※（
　
）内
は
旧
所
属 

総
務
部 

　
副
部
長 

　
　
　
　
菊
　
池
　
　
基（
福
祉
保
健
部
） 

 

※
福
祉
保
健
部
社
会
福
祉
課
長
は
、部
長

　
末
武
正
義
が
兼
務
。 

    

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入 

　
　
　
補
助
制
度
の
お
知
ら
せ 

 

　
市
で
は
、環
境
に
優
し
い
設
備
の
導
入
を
促

進
す
る
た
め
、補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ
　 

　
市
役
所
　
企
画
振
興
課（
企
画
調
整
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
q
６３
―
４
１
５
２ 

佐渡西警察署・佐渡東警察署 

１月１０日は１１０番の日 

１１０番　地域を守る　ホットライン 

　１１０番は県内どこからかけても警察本部の通信司令室につながります。通信司令室ではいち早く警察官を
現場に向けるため、１１０番通報を受けている間にパトカーなどの出動を指令し、素早く事件・事故に対応するよ
うにしています。事件・事故が発生したとき、犯人の早期検挙や被害者の救出など、迅速・的確な活動が必要
になります。こうした時は、１１０番通報を積極的に利用してください。 

　事件・事故の現場にいち早く警察官が急行する

ためには、ポイントを得た１１０番通報をしていただく

ことが大切です。警察官が「何が、どこで、いつあっ

たのか」等をお聞きしますので、あわてず、正しく、

はっきり答えてください。 

① 何がありましたか？ 

② どこでありましたか？ 

③ いつですか？ 

④ 犯人はいますか？ 

　 人相・服装・車のナンバー・逃げた方向は？ 

⑤ 今どうなっていますか？ 

⑥ あなたの住所・氏名・電話番号は？ 

 

　市外局番なしの「１１０番」でつながります。携帯

電話からの１１０番通報の際は次の点に注意してく

ださい。 

① 住所または目印となるものを伝えてください。

最寄りの住宅や主要な建物、交差点やバス

停留所、コンビニやガソリンスタンドなど目印

となるものをできるだけ詳しくお知らせください。 

② 通話中はできるだけ移動しないでください。 

③ 通話終了後もしばらくは電源を入れたままにし

てください。 

④ 運転中の使用はやめてください。 

 

★１１０番通報の６つのポイント 
 

★携帯電話からの１１０番 
 



　８月１９日（土）、８月２０日（日）に開催されました「よさこいおけさ

２００６」のフォトコンテストにたくさんのご応募をいただき、ありがと

うございました。 

　応募総数６４点の中から厳正な審査のうえ、下記の方々の作

品が入賞となりました。なお、入賞作品の貸し出しを行っており

ますので、ご希望の方は市役所観光課（q６３－５１１６）までお問

い合わせください。佐渡市長賞、推薦、特選の３賞は３２ページ

で作品を紹介しています。 

 佐渡市長賞　渡辺トシエさん（金井新保）　 

推薦 小田由之さん（畑野） 

特選 児玉宮さん（金井新保） 

佳作 橘二十夫さん（千種） 富永儀俊さん（莚場） 

 斎藤日出子さん（栗野江）  

入選 土屋忠司さん（新穂長畝）山本圭子さん（河崎） 

 児玉洋子さん（金井新保） 渡部英子さん（水渡田） 

「よさこいおけさ２００６」 
フォトコンテスト 結果発表 

 

◇大会日程　 

　受　付：午前９時～９時３０分 

　　　　　（赤泊総合文化会館） 

　開会式：午前９時４０分 

　スタート：午前１０時 

　　　　　（赤泊港　御座船前） 

◇参加料　無　料 

◇参加お申込み　赤泊地区公民館（〒952-0711　佐渡市赤泊２４５８）または最寄りの地区公民館へ 

◇お申込み期限　平成１８年１２月２６日（火）※当日のお申し込みもできます。 

◇お問い合わせ　赤泊地区公民館（q８７-３１４１　Fax８７-３１４２） 

　「フラット３５」は、民間金融機関と住宅金融公庫が提

携して実現した“長期固定金利”の住宅ローンです。 

☆金利変動がないから安心（最長35年） 

☆最高8000万円までお借入れができます 

☆保証料0円、繰上返済手数料0円 

☆独自の技術基準で、住宅の質確保 

◇お問い合わせ　 

・住宅金融公庫フラット35サイトwww.flat35.com 

・住宅金融公庫お客さまコールセンター　 

　ナビダイヤル　０５７０－０８６０－３５ 

   （※IP電話、PHSなどからは、q０３－５８００－８００２） 

　営業時間　9：00～17：00（年末年始、祝日を除く） 

 

第３１回 赤泊正月マラソン大会を開催します 
平成１９年1月２日（火）〔小雨決行〕　 

住宅ローンを選ぶなら… 
金利が変わらない安心 
「フラット３５」 
 

住宅ローンを選ぶなら… 
金利が変わらない安心 
「フラット３５」 
 

赤泊地区 
公民館主催 

佐渡市羽吉在住の高井さん 
から相川病院に寄付 

ハローフラット35

　１１月６日（月）羽吉在住の高井輝芳さんから６万３千円のご寄付

をいただきました。これは、高井さんのお母様が長い間相川病院に

お世話になったことに対するお礼にとの申し入れによるものです。相

川病院では、さっそく高井さんの善意で「歩行補助車」を３台購入し、

患者さんにご利用いただいています。 

　大変ありがとうございました。 
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 　 コ　ー　ス 表彰対象者 折返し地点 

 
２キロコース

 Ａ 小学生以下の男子 
真浦「真浦神社」入口 

   Ｂ 小学生以下の女子  

 ３ キ ロ コ ー ス 制限なし 柳沢「かさ森神社」入口 

 ５ キ ロ コ ー ス 制限なし 南新保「高森神社」入口 

 

◇コース 
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◎　基本方針　（１）　投票所から選挙人までの道のりが概ね２㎞とする。 

　　　　　　　（２）　投票所の選挙人が概ね２，０００人とする。 

　　　　　　　（３）　投票所の施設が下記基準の施設であるが、次にあてはまるものを検討する。 

　　　　　　　　　ア　投票する場所が２階にある。（投票する場所は基本として１階が望ましい） 

　　　　　　　　　イ　投票所の施設が古く、使用にあたっては不便となっているもの。 

　　　　　　　　　ウ　投票所を民間営業等に使用していて、不便となっているもの。 

 

 なお、見直し後の投票所につきましては、市報や該当地域へのチラシ配布によりお知らせします。 

 

平成16年に10市町村が合併して佐渡市が誕生しましたが、市内の投票所については旧

市町村の状況を引き継いでおり、投票所の設置条件にもバラツキがあります。 

選挙管理委員会では、現在の投票所の均衡を図るため、一定の条件により投票所の見直しを計画してい

ます。 

基本方針に基づいて該当する投票所を見直しますので、みなさまからのご理解とご協力をお願いします。 

投票所の見直しを計画しています 
佐渡市選挙管理委員会　q63-5119

小学校で創立１３０周年記念式典　～内海府小・金泉小・小木小～ 

【内海府小学校　１１月４日（土）】 
１３０年の歩みがプレゼンテーションで映し出されたほか、地域

の方が作詞・作曲した「はじまり～創立１３０周年　新たな一歩

に寄せて～」を児童が合唱披露し、校歌を参加者全員で歌い

締めくくりました。式典後には、鷲崎鬼太鼓保存会によるお祝い

の鬼太鼓披露も行われました。 

【小木小学校　11月19日（日）】　 
スライドで小木小学校の歴史を振り返るとともに、マーチング

バンドや小木おけさといった伝統的活動のほか、運動会で好評

を博した低学年の踊りや全校児童による合唱など、児童が日ご

ろの学習や活動の成果を発表しました。 

【金泉小学校　１１月１１日（土）】 
地域の来賓を多数お迎えし、130周年の歴史を祝うのにふさ

わしい式典となりました。アトラクションでは全校児童による合唱、

常磐座の文弥人形、姫津青年会による薬師太鼓が披露されま

した。 


